
（注）１　給料について、市長は10％、副市長は5％の減額措置
　　　　　を行っています。給料の欄の(　)内は、減額措置を行
　　　　　う前の金額です。
　　　２　期末手当について、市長は20％、副市長は10％の減
　　　　　額措置を行っています。
　　　３　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料
　　　　　月額及び支給率に基づき、１期（４年＝ 48月）勤め
　　　　　た場合における退職手当の見込額です。
　　　４　類似団体とは「類似団体別職員数の状況」（総務省調べ）
　　　　　において、本庄市と人口規模、産業構造が類似している
　　　　　団体を指しています。

（注）１　育児休業は、３歳に満たない子を養育するため、子が
　　　　　３歳に達するまでの期間を限度として服務に従事しな
　　　　　いことを可能とする制度で、育児休業をしている期間
　　　　　の給与は支給されません。
　　　２　部分休業は、小学校就学前の子を養育するため、子が
　　　　　小学校就学の始期に達するまでの期間を限度として１
　　　　　日の勤務時間のうち２時間を超えない範囲について服
　　　　　務に従事しないことを可能とする制度で、部分休業を
　　　　　した期間の給与は減額されます。

区分 給料月額等

給
料

本庄市 （参考）類似団体にお
ける最高 /最低額

市 長 801,000円
（890,000円）

1,007,000円
/579,600円

副市長 718,200円
（756,000円）

817,000円
/552,000円

報
酬

議 長 425,000円 690,000円
/359,000円

副議長 374,000円 620,000円
/295,800円

議　員 353,000円 560,000円
/273,500円

期
末
手
当

（平成21年度支給割合）
市 長 4.1月分（20％減額あり）
副市長 4.1月分（10％減額あり）
（平成21年度支給割合）
議 長 3.9月分
副議長 3.9月分
議 員 3.9月分

退
職
手
当

市 長

（算定方式）
890,000円×48月×0.35×1.15
（１期の手当額）
17,194,800円

（支給時期）
任期毎

副市長

（算定方式）
756,000円×48月×0.21×1.15
（１期の手当額）
8,763,552円

（支給時期）
任期毎

勤務時間
１週間の勤務時間　38時間45分
（国：１週間　38時間45分）
１日の勤務時間
午前８時30分から17時15分まで

休憩時間 12時から13時まで

区　　分 コース数 延べ人数
児玉郡市広域市町村圏組合研修 12 コース 160 人
自治人材開発センター研修 ４コース 12 人
埼玉県総合技術センター研修 ５コース ６人
全国建設研修センター研修 １コース １人
自治大学校 １コース １人

合　計 23 コース 180 人

休業の種類 育児休業 部分休業
休業者の内訳 うち新規 うち新規
取得者合計 16 人 11 人 ２人 １人

うち女性 16 人 11 人 ２人 １人
うち男性 ０人 ０人 ０人 ０人

平均取得日数
8.82 日

休暇の種類 給与 概　要
年次有給
休暇　　 有給 １の年につき20日（最大20日を翌

年に繰り越し）

病気休暇 有給
負傷又は疾病のため療養する必要
がある場合に、療養のため勤務し
ないことがやむを得ないと認めら
れる必要最小限度の期間

特別休暇 有給 出産の場合、忌引の場合、結婚の
場合など

介護休暇 無給

負傷、疾病又は老齢により２週間
以上にわたり親族を介護するため
に、勤務しないことが相当である
と認められる場合に、６月以内の
必要と認められる期間

組合休暇 無給 職員団体の業務又は活動に従事する
場合に、１の年につき30日以内

分限処分
免職 降任

休職
降給

病気 起訴
０人 ０人 ２人 ０人 ０人

懲戒処分
免職 停職 減給 戒告
０人 ０人 ０人 １人

区　　分 件　数
勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件
不利益処分に関する不服申立ての状況 ０件

4

　⑿　特別職の報酬等の状況

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　⑴　勤務時間の概要

５　職員の研修の状況（平成21年度）

６　公平委員会の業務の状況（平成21年度）

　⑷　育児休業等の取得状況（平成21年度）

　⑶　年次有給休暇の取得状況（平成21年度）

　⑵　休暇制度の概要・種類等

４　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成21年度）
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会

　

平
成
22
年
市
議
会
第
３
回
定
例

会
が
、
９
月
２
日
か
ら
24
日
ま
で

の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
議
会
で
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
に
４
、
７
１
１
万
円
を
追
加

し
、
２
５
２
億
９
、
１
１
５
万
円

と
す
る
『
平
成
22
年
度
本
庄
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）』、

平
成
21
年
度
の
本
庄
市
の
決
算
認

定
を
求
め
る
『
平
成
21
年
度
本
庄

市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

に
つ
い
て
』
な
ど
25
議
案
が
審
議

さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
結
果
、
条
例
案
及
び
補

正
予
算
案
な
ど
13
議
案
が
原
案
の

と
お
り
可
決
し
、
決
算
認
定
に
係

る
12
議
案
が
継
続
審
査
と
す
る
こ

と
と
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
に
各
氏

　

９
月
30
日
に
任
期
満
了
と
な
っ

た
人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て
、
丸

山
久
夫
氏
＝
児
玉
町
高
関
＝
が
再

任
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
退
任
し
た
田
島
勇
八
氏

に
代
わ
り
永
尾
斎
二
氏
＝
児
玉
町

児
玉
＝
が
、
新
た
に
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生

し
や
す
い
時
季
に
あ
わ
せ
て
、
平

成
22
年
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

を
実
施
し
ま
す
。

期
間

　

11
月
９
日
㈫
～
15
日
㈪

重
点
目
標

○
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

○
放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防

　

止
対
策
の
推
進

○
特
定
防
火
対
象
物
等
に
お
け
る

　

防
火
安
全
対
策
の
徹
底

○
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け

　

た
取
組
の
推
進

○
林
野
火
災
予
防
対
策
の
推
進

住
宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

（
３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
）

【
３
つ
の
習
慣
】

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

　

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す

　

る
。

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

　

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

【
４
つ
の
対
策
】

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

　

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

②
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か

　

ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防

　

炎
品
を
使
用
す
る
。

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

　

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
等
を
設

　

置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人

　

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

　

力
体
制
を
つ
く
る
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

　
　
　

設
置
し
ま
し
た
か
？

　

平
成
20
年
６
月
か
ら
、
市
内
に

あ
る
す
べ
て
の
住
宅
は
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
設
置
し
て
い
な
い
人
は
、

大
切
な
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に

も
、
早
め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

※
設
置
基
準
の
詳
細
は
、
児
玉
郡

市
広
域
市
町
村
圏
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w
w
.kodam

akoui
ki.jp/

）で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。　

消
火
器
等
の
悪
質
な

　
　

訪
問
販
売
・
点
検
に

　
　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い
!! 　

　

消
防
職
員
を
か
た
っ
て
一
般
家

庭
に
訪
れ
、
消
火
器
の
販
売
や
点

検
を
行
う
と
い
っ
た
事
例
が
発
生

し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

【
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
ポ
イ
ン
ト
】

○
消
防
署
で
は
、
消
火
器
の
販
売

　

及
び
あ
っ
旋
は
一
切
し
て
い
ま

　

せ
ん
。

○
消
防
署
で
は
、
一
般
家
庭
に
消

　

火
器
の
設
置
を
推
進
し
て
い
ま

　

す
が
、
設
置
の
義
務
は
あ
り
ま

　

せ
ん
。

○
一
般
家
庭
で
は
、
薬
剤
の
詰
め

　

替
え
義
務
や
使
用
期
限
の
制
限

　

は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
あ
や
し
い
」
と
思
っ
た
ら

○
身
分
証
明
書
の
提
示
を
求
め
る
。

○
申
し
込
み
や
購
入
を
安
易
に
し

　

な
い
で
、
そ
の
場
で
は
っ
き
り

　

断
る
。

○
預
か
り
書
な
ど
、
ど
の
よ
う
な

　

書
面
に
も
サ
イ
ン
し
な
い
。

○
脅
迫
的
な
行
動
が
あ
っ
た
と
き

　

は
警
察
に
通
報
す
る
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

★
児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防
課
☎
�
４
６
５
４

　先の戦争において亡くなられた市
内出身１，３７０余柱の冥福を祈る
戦没者追悼式が10月７日、市民文化
会館で挙行されました。
　追悼式では、ご遺族をはじめ関係
者による追悼の言葉、献花など戦没
者に哀悼と敬意の意をささげ、恒久
平和への祈念を行いました。

「消したかな」　あなたを守る　合言葉
（平成22年度全国統一防火標語）

本庄市戦没者追悼式

人権擁護委員
丸山 久夫 氏

市 民 カ メ ラ マ ン
竹内美江さん撮影

人権擁護委員
永尾 斎二 氏


